
２. 

Ｑ：地域ケア会議の実際は、どこの部署がどの段階のものを実施しているかをご教授 

ください。講演のなかで、直営の包括中心に検討したとありましたが、具体的に教え 

ていただきたいと存じます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：前橋市として地域ケア推進会議を開催します。 

地域ケア推進会議には、高齢者に関わる関係機関や関係団体の代表者に参画いただき、地域ケア

会議全体の展開についてご説明し、参画についての合意形成を行います。  

 

①～③の地域ケア会議は前橋市内１１ヶ所の地域包括支援センターが開催します。この地域ケア会

議には３つの機能を想定しています。 

 ①の調整会議はその地域（各包括の担当地域）での会議のルールづくりなどについて検討し、地域

ケア推進会議と同様に、各地域での参画について合意形成を行うという機能があります。 

 つぎに③の｢個別ケース会議｣です。これは地区の高齢者の個別ケースについて、課題解決に向け

検討を行います。 

 ③の｢個別ケース会議｣を繰り返すことにより地域の特性や地域の課題が浮き上がってきた時に、②

の｢実務担当者会議｣でそれらの地域課題を整理したり対応を検討します。 

①地区の各関係機関の代表者で合意形成するための調整機能 

（調整会議） 

②地区課題の分析や対応のための実務担当者での検討機能 

（実務担当者会議） 

 

③地区の個別ケース課題の解決に向けた多職種での検討機能 

（個別ケース会議） 
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※ ①～③の機能別に会議の構成員を変更して開催します 



 これらの話し合いを重ねることにより、いずれは以上の３つの機能が循環することによる相乗効果を

見込んでいます。 

 


